
 

 

 

 

 

滋賀県公立学校情報機器等整備事業に係る各種計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年３月 

滋賀県教育委員会 



本県では、次代の社会を担う児童生徒の生きる力の育成を図ることを目的として、学校教

育の情報化の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、令和４年４月から「滋

賀県生きる力を育むための学校教育の情報化の推進に関する条例（令和４年滋賀県条例第

４号）」が施行されており、この条例の基本理念を踏まえ、この変化の時代を生きる児童生

徒一人ひとりが豊かな人生を生き抜くために必要な力の育成に向け、本県の学校教育の情

報化に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために令和５年３月に「滋賀県学校教育

情報化推進計画」を策定して、取組を進めているところです。 

 また、国は令和６年１月 29日付け通知（５文科初第 1925 号）において、「公立学校情報

機器整備事業費補助金交付要綱」および「GIGA スクール構想加速化基金管理運営要領」を

定め、公立学校における情報機器等の整備に係る事項について規定しています。 

ついては、県立中学校および県立特別支援学校における 1 人 1 台端末の更新に係る事業

を実施するため、「GIGA スクール構想加速化基金管理運営要領」の別添「公立学校情報機器

等整備事業」において、事業の実施者が策定、公表することとされている端末の日常的な利

活用に係る計画等４つの各種計画について、策定するものです。 

 

 

 

 

  



目 次 

 

１ 端末整備・更新計画 …１ 

 

２ ネットワーク整備計画 …２ 

 

３ 校務ＤＸ計画 …３ 

 

４ １人１台端末の利活用に係る計画 …５ 

 

 

 

 

 

 



 

１ 

（別添１） 

【滋賀県教育委員会】 

端末整備・更新計画 

 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 

① 児童生徒数 2,014 人 2,010 人 1,938 人 1,865 人 1,849 人 

② 予備機を含む 

整備上限台数 
2,317 台 2,312 台 688 台 604 台 586 台 

③ 整備台数 

（予備機除く） 
0 台 2,010 台 0 台 0 台 0 台 

④ ③のうち 

基金事業によるもの 0 台 

1,541 台 

（基金 84,773

千円） 

0 台 0 台 0 台 

⑤ 累積更新率 0％ 100％ 104％ 108％ 109％ 

⑥ 予備機整備台数 0 台 302 台 0 台 0 台 0 台 

⑦ ⑥のうち 

基金事業によるもの 
0 台 0 台 0 台 0 台 0 台 

⑧ 予備機整備率 0％ 15％ 0％ 0％ 0％ 

※①～⑧は未到来年度等にあっては推定値を記入する 
（端末の整備・更新計画の考え方） 
令和２年度に県立中学校および特別支援学校（小学部・中学部）に購入した１人１台

端末について、令和７年度に更新を行う。本県においては、Windows 端末において老朽
化による故障が多く発生したことから、更新による導入機種を iPad に変更し、耐久性
を向上させることが主たる目的である。なお、更新作業に当たっては、学習活動に影響
しないよう夏季休業中などを使って効率的に行う。 
 
（更新対象端末のリユース、リサイクル、処分について） 
〇対象台数：2,010 台（Windows 770 台、iPad 1,240 台） 
〇処分方法 
・小型家電リサイクル法の認定事業者に再使用・再資源化を委託 ：240 台 
・その他（ 教員用 GIGA 端末の予備機に流用     ）：  582 台 
・その他（ 端末更新事業者の下取りサービスを利用 ）：1,188 台 

〇端末のデータの消去方法 ※いずれかに〇を付ける。 
・(○)自治体の職員が行う 
・処分事業者へ委託する 

〇スケジュール（予定） 
 令和７年９月 新規購入端末の使用開始 
 令和７年９月 使用済端末の事業者への引き渡し 
〇その他特記事項 

  特になし。 

 



 

２ 

（別添２） 

 

【滋賀県教育委員会】 

ネットワーク整備計画 

 

１．必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％） 

 

 100％ 

1Gbps帯域保証のため、全県立学校において、文部科学省が示す「学校規模ごとの当

面の推奨帯域」を満たしている。 

 

 

２．必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール 

（１）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール 

 

 令和３年度のＧＩＧＡスクール構想の下での整備により、国の回線速度基準は達成し

ている。 

 

 

（２）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール 

 

 令和７年度も国のネットワークアセスメント事業を実施し、県立学校の課題解決に必

要な無線アクセスポイントのパラメータの調整などを随時実施する。 

 

 

（３）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっ

ている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール 

 

  これまで実施したネットワークアセスメントで明らかになった課題については、現行

事業者と連携をして、教室間のチャネルを調整するなど改善を行ってきた。令和７年度

のネットワークアセスメントについても、アセスメント実施校と日程調整を行いなが

ら、解決方法を検討していく。 

 

 



 

３ 

（別添３） 

 

【滋賀県教育委員会】 

校務ＤＸ計画 

 

「ＧＩＧＡスクール構想の下での校務の情報化に関する専門家会議」の提言や「ＧＩ

ＧＡスクール構想の下での校務ＤＸ化チェックリスト」に基づく自己点検結果（文部科

学省 令和５年11月実施）による滋賀県教育委員会の状況を踏まえ、特に課題と考える

次の事項について、各学校と連携しながら校務ＤＸの推進を図ります。 

 

１ 校務ＤＸ化の現状および成果 

本県では、教育活動の高度化および教職員の働き方改革の実現を図るため、以下のと

おり次世代校務ＤＸ環境の整備に取り組んできた。 

 

(1) 校務系・学習系ネットワークの整備 

現在、県立学校においては、平成28年度から平成29年度にかけて整備された校務系ネ

ットワークおよび令和２年度にGIGAスクール構想の下、全学校の校内ネットワークの高

速化を目的に整備された学習系ネットワークといった２つの分離したネットワークが存

在している。 

(2) 校務支援システムの整備 

令和４年度からオンプレミスのサーバによる統合型校務支援システムを導入し、県立

学校の校務の効率化およびセキュリティの向上を図っている。 

(3) 指導者用端末および大型掲示板装置の整備 

令和３年度から教員が使用する指導者用端末として、高等学校ではWindows OS、特別

支援学校ではiPad OSのＧＩＧＡ端末を１人１台整備するとともに、ホームルーム教室

に大型掲示板装置を整備し、授業に活用している。 

(4) 汎用クラウドツールの活用 

令和３年度から教職員および生徒全員にMicrosoftアカウントを付与し、Microsoft 

Teams、Formsなどのツールの利用に役立てている。 

(5) その他、クラウドサービスの利用について 

令和４年度から採点支援システムを導入し、テスト等の採点業務の効率化を図るとと

もに、令和４年の秋からの試験導入後、令和５年度から授業支援ソフトを本格導入し、

１人１台端末の授業での利活用を推進している。 

 

２ 校務ＤＸ化の課題 

１の現状および成果のとおり、校務ＤＸを推進するためにさまざまな取組を進めてい

るものの、以下の課題が挙げられる。 

(1) 業務の効率化につながる見直し 

令和５年度の「ＧＩＧＡスクール構想の下での校務DX化チェックリスト」による自己

点検において、FAX・押印の原則廃止が示されているが、県立学校全体では、達成でき



 

４ 

ていない。また、ネットワークが分離されているため、教材などのデータのやり取りが

煩雑である。 

(2) 各種システムのデータ連携 

高校進学時に、中学校から電子データを引継ぐことができず、システムの発展的な使

用に課題がある。 

校務支援システムや一部の学校が独自で利用している保護者連絡システムおよびオン

ライン学習サービスなどとのデータ連携が進んでいない。 

 (3) 教育ダッシュボードの導入 

教育ダッシュボードを導入・運用することで、個別最適化された学習、問題の早期発

見と支援、教員の指導力向上や業務効率化など教育の質を向上させる効果が得られると

される一方、「校務系データ」と「学習系データ」の連携に係る技術的問題や品質、ラ

ンニングコストなどのリソースの確保、教員がダッシュボードを効果的に活用するため

のスキルやマインドセットなど、多様な課題があるため、教育ダッシュボードの導入に

は至っていない。 

 

３ 校務ＤＸ化の今後の計画 

２の課題に基づき、今後は、できるところから、以下のとおり校務ＤＸに向けた取組

を進める。 

(1) 次期ネットワークの整備 

令和７年９月から本格運用を予定している次世代校務ＤＸ環境の基盤整備において、

強固なアクセス制御によるセキュリティ対策を前提として、インターネット回線の速度

を、10Gbpsベストエフォートにするとともに、校務系・学習系の２つのネットワークを

統合するための準備を行う。また、校務系・学習系ネットワークを統合に併せて、教員

の指導用端末と校務用端末を１台化する予定。併せて、FAX・押印の原則廃止に向けて、

教育委員会が提出を求める様式には、原則、FAX・押印を求めないことを申し合わせる。 

(2) クラウド型校務支援システムの整備 

令和８年度、現行の校務支援システムの契約終了となることため、令和７年度は、国

の動向を踏まえ、汎用クラウドツールの活用を前提としたパブリッククラウド上で運用

できる次世代型校務支援システムの調査や研究を進め、予算化を行う。また、次期クラ

ウド型校務支援システムにおいては、市町のシステムや学校の校務への影響を配慮し、

更新のタイミングを検討する予定。 

(3) データの利活用 

令和７年９月から本格運用を予定している次世代校務ＤＸ環境の基盤整備において、

ファイルサーバをクラウド環境に構築することにより学校間、学校と教育委員会間の文

書や資料の送付、データの授受等の効率化を進め、データ利活用につなげることを考え

ている。また、令和８年度の高等学校の入学者選抜においては、Web 出願によるペーパ

レス化を行うための準備を進めている。併せて、教育ダッシュボードについては、学校

現場の声や先進自治体の事例を参考にしながら、その目的や活用方法を明確にし、導入

に向けて検討を進めていく予定。 

 

 



 

５ 

（別添４） 

 

【滋賀県教育委員会】 

１人１台端末の利活用に係る計画 

 

１．１人１台端末を始めとするＩＣＴ環境によって実現を目指す学びの姿 

 

１人１台端末および高速大容量ネットワークを中心とするＩＣＴ環境を活用することで、

個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実による、主体的で対話的で深い学びの実現

を目指します。 

特に、「滋賀県生きる力を育むための学校教育の情報化の推進に関する条例」の規定に

より定める学校教育情報化推進計画に基づき、子どもたちの１人１台端末環境を安定的に

運用するとともに、飛躍的に進歩している人工知能(ＡＩ)を含め、教育活動へのＩＣＴ活

用を推進し、学びへの最大限の効果を発揮することができるよう取り組みを進め、全ての

児童生徒が、学校におけるＩＣＴの活用を「日常的」なものとして活用できるよう、各家

庭の状況や児童生徒個人の多様な教育的ニーズへの配慮も踏まえて、適切なＩＣＴ環境を

整備していくことを目指します。 

 

２．ＧＩＧＡ第１期の総括 

 

滋賀県教育委員会では、ＧＩＧＡスクール構想の下、生徒１人１台端末および高速大容

量の通信ネットワークを整備したほか、授業を担当する教師１人１台の指導者用端末、各

普通教室および一部の特別教室に大型提示装置等を整備し、令和３年度から本格稼働させ

た。 

令和５年度からは、生徒の１人１台端末の利活用を推進する仕組みとして、クラスメイ

トとリアルタイムで考えを共有できる授業支援ソフトを本格導入し、個別最適な学びと協

働的な学びを一体的に推進することをしてきた。 

また、教員の業務負担軽減を目的として、統合型校務支援システムおよび採点支援シス

テムを導入し、ＧＩＧＡスクール構想第１期で、積み上げられた実践や仕組みを今後に活

かすさまざまな取組を進めてきた。 

現在は学習系と校務系でネットワークを分離し、校務系のネットワークでのみ、校務支

援システム等の利用を可能としている。分離していることで一定のセキュリティは担保で

きているが、指導者用端末と校務用端末の２台を使い分ける必要があり、ネットワークの

切替に要する時間や、学習系と校務系のデータ連携などに課題がある。また、「GIGAスク

ール構想の下での校務の情報化の在り方に関する専門家会議」の提言にある、ゼロトラス

トの考えに基づくネットワーク統合後の校務環境や１人１台端末のセキュリティについて、

検討が必要であった。 

 

３．１人１台端末の利活用方策 



 

６ 

 

１および２を踏まえ、今後は以下のとおり１人１台端末の利活用を推進する。 

(1) 個別最適な学びと協働的な学びの一体的な指導・支援の充実について 

個別最適な学びや協働的な学びを促進し、情報活用能力および確かな学力の育成が効

果的に図ることを目的に、令和５年度から本格的に運用を開始した授業支援ソフトウェ

アの活用により蓄積された児童生徒の学習データを、教職員が効果的に利活用すること

で、児童生徒への最適な指導・支援を図っていく。 

(2) 授業以外での利活用について 

 １人１台端末を「学びの道具」として、日常的に授業で効果的に利活用することはも

ちろんのこと、部活動での連絡、心の健康観察などといった授業以外でも利活用すると

ともに、不登校や特別な支援を要する児童生徒の実態等に応じた支援として、様々な場

面での活用を図っていく。 

(3) 滋賀県総合教育センターにおける端末活用研修の充実について 

児童生徒のICTを活用した主体的・対話的で深い学びが実現するためには、「子どもの

学びと教師の学びは相似形」と言われるように、教師自身もICTを活用する力を身に着け、

同じように学ぶ必要がある。そのために、総合教育センターの研修では、１人１台端末

を活用した探究的な学びを推進していく。 

 

以上の取組を通して、「児童生徒が自分で調べる場面」「児童生徒が自分の考えをま

とめ、発表・表現する場面」「教職員と児童生徒がやりとりする場面」「児童生徒同士

がやりとりする場面」「児童生徒が自分の特性や理解度・進度に合わせて課題に取り組

む場面」等での１人１台端末の活用率向上を目指す。 

 

 


